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第1章 総則

第1節 全般的留意点
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第3 在留審査
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第4 未承認国船舶の取扱い
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第5 乗員等に対する特例上陸許可
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第3章 対北朝鮮措置

第1節 我が国独自の対北朝鮮措置

我がllilは北IIJI鮮をl l<|家ﾉk!認していないことから,=|上IIﾘl鮓職T少fU)取扱いについては，第1革及

び第2 fifに,'〈したところによるが 呪ｲ|我が|II|政府は，ミサイル，核，枕致といった‐|上'|ﾘl鮴を
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巡る諸般の情勢を総合的に勘案し，我が国独自の対北朝鮮措置を実施しており，人的往来に関

するものは，下記表のとおりである。なお，これらの措置は，それぞれ，内閣官房長官発表に

基づくものである。

人的往来に係る我が国独自の対北朝鮮措置一覧表

対北朝鮮措置

北朝鮮籍者の入国の原則禁止

（平成28年2月10日内閣官房長官発表の措置）北朝鮮籍を有する者等の

入国の制限 在日北朝鮮当局職員及び当該職員が行う当局職員としての

活動を補佐する立場にある者の北朝鮮を渡航先とした再入国

の原則禁止（対象者を従来より拡大）

（平成28年2月10日内閣官房長官発表の措置）

北朝鮮籍船舶の乗員等の上陸の原則禁止

（平成28年2月10日内閣官房長官発表の措置）

「対北朝鮮の貿易・金融措置に違反し刑の確定した外国人

船員の上陸」及び「そのような刑の確定した在日外国人の北

朝鮮を渡航先とした再入国の原則禁止

（平成28年2月10日内閣官房長官発表の措置）

在日外国人の核・ミサイル技術者の北朝鮮を渡航先とした

再入国の禁止

（平成28年2月10日内閣官房長官発表の措置）

我が国から北朝鮮への渡航自粛要請

（平成28年2月10日内閣官房長官発表の措置）我が国から北朝鮮への

渡航の制限 我が国国家公務員の北朝鮮渡航の原則見合わせ

（平成28年2jjlO日内閣官房長官発表の描置）
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第2節 我が国独自の対北朝鮮措置の取扱い
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第3 我が国から北朝鮮への渡航自粛要請

1 典請文の掲示

地ﾉﾌlll人| fl71す制管f' |!官將のW人|'1許''1 11{論窓ll付近及びHI人国港の出国審査ブースに参

考様式1「我が'}1からの北ilﾘ1鮓への渡航''1j淵について」を掲示する。
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第3節 国連安保理決議に基づく対北朝鮮措置

1 我が|玉|への入''1．通過防ll:

平成21年711以降,|到連安全保障III!事会の制蚊委幽会は決議第1718号等関連決議の

｜くで，北!'ﾘl鮓の核関述，弾道ミサイル関連及びその他の大I此破壊兵器関連のI;l･ lil'1に関係のあ

る北朝鮮の政策に貞任をｲJ.している仙人を指定し，全ての加盟Iflに対して, |'1人らに対する

入|KI及び通過防ll2の実施を典諭した（現住指定さｵ1ている{li'il人は北'lﾘl鮮織をｲjする者であり，

我が|玉lでは北靭l鮮職をｲ｣する許の人l'ilについては，特別な事|II了がない|眼り認めない描置を既

に実施'|'である｡)。

’
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2 各|刊が決議禁||:行為に関/jした考等とみなす者の入l'il禁11: (北朝鮮人の場合は人道'1の考

慮等の例外を除き送迎）

3 安保fil!決i瀧違反等に関/jしたと加HM I1<Iが決定した北'lﾘl鮮外交’白｡等のIE|外追放

4 安保III!決磁制放対象山体の代表事務所等の閉鋤及び代表荷のIIzI外追放

5 北!'ﾘl鮓の銀↑r･金融機関の代f'llXは指ﾉI：により働く仙人であると加Wl'ilが決定した場合に

当該ll,'il人のl'il外)u放( ilill蚊委典会が当該|KI外追放が関連決議のu的に反すると決定した場合

等を除く。）

6 北!'ﾘl鮓職海外'ｿｹ働背のl 'il外辿放（当該北ilﾘl鮓鯏群が川IIMIIIW) |'l l'<|趾である，又は適川''I能

な| KII人l法及びI Ell際法に従って送還が禁||二さオ'ていると,栂定する場合を除く。）
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第4章 様 式

｜
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別記第1号様式

別記第1号の2様式

別記第2号様式

別記第3号様式

’

|

'別記第3号の2様式 ■■
・・・

別記第4号様式

別記第5号様式

別記第6器様式

別記第7号様式

我が国からの北朝鮮への渡航自粛について参考様式1
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参考様式1

我が国からの北朝鮮への渡航自粛について

日本国政府は、現在，対北朝鮮措置を実施しています。

その一環として，北朝鮮への渡航について，自粛要請措置をとっています

ので，北朝鮮への渡航・滞在は，目的の如何を問わず，自粛してください。

なお，在日の北朝鮮当局の職員，在日の北朝鮮当局の職員が行う当局職員

としての活動を補佐する立場にある方，対北朝鮮の貿易・金融措置に違反し

刑の確定した在日外国人及び在日外国人の核・ミサイル技術者につきまして

は，北朝鮮に渡航する可能性がある場合には，再入国の許可を受けられませ

ん。

出入国在留管理庁
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